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文 化 財 保 護 法

そ の 他 の 規 制

負 担 の 負 担 の
有 無 内 容

へ

へ

へ

電 気 有 上 水 道 有 下 水 道 有 都市ガス 有

８　当該敷地及び建物内の残置物は、全て現況のままでの引き渡します。県はこれらの点検、修繕、取壊し、移
設、撤去、関係者との交渉・調整、費用負担等は行いません。

約９５０ｍ

　　　有……敷地内に管等が引き込まれている場合
　　　可……前面道路まで、もしくはその地域に引き込まれている場合
　　　無……その地域で供給されていない場合

約３２０ｍ

１　開発行為、建築確認、景観等に関しては市（都市局都市計画課、建築住宅局建築指導部建築安全課、建設局
防災課、都市局景観政策課等）（コールセンター0570-083-330）にお問い合わせ下さい。 ※当調書は当該土地に
関する制限等を網羅するものではありません。一般競争入札に参加申し込みするにあたり、想定している土地の
利活用や建物の建築が可能であるかについては、上記関係課等にお問い合わせ下さい。

２　上下水に関しては、工事内容によって、市への負担金が発生することがありますので、神戸市水道局西部水
道管理事務所（078-733-6601）、下水道に関しては、神戸市役所下水道部管路課（078-806-8799）へお問い合わ
せください。水道管の埋設状況は神戸市水道局総合庁舎3階フロアで確認できます。又、下水道管は神戸市HP情報
マップでご覧ください。

３　地盤調査、埋設物調査及び土壌汚染調査は実施しておりません。また、今後も県では地盤調査、埋設物調査
及び土壌汚染調査は実施しない他、同調査（費用も含む）の請求も応じられません。仮に地中埋設物等が発見さ
れ、土地利用に支障が生じた場合であっても、県では埋設等の撤去、撤去費用の請求及び損害賠償請求等には応
じられません。現状有姿での売却であり、県は、土地等その他一切の契約不適合責任を負いません。物件の状況
や法令上の規制等については、必ず入札参加者ご自身において、調査確認を行ってください。

５　東側隣接地の石積みの一部が当該地に、県所有の構造物の一部が隣接地に越境しています。又、西側隣接地
に県所有の擁壁、堀の一部が隣接地に越境しています。（覚書有り）

４　敷地内に擁壁等の構造物が築造されていますが、経年劣化による影響については確認しておらず、ひび、破
損及び亀裂等が見られる場合もあります。これら擁壁や構造物の補修、修繕、改修、撤去、再築造、安全対策等
及びその費用負担について県は対応いたしません。
・崖（がけ）等による敷地の安全措置に関する制限や条件については特にご注意ください。県は対応いたしませ
ん。
・物件及び隣接地の擁壁及びブロック塀等について、地上及び地中にて境界を超えている場合があります。これ
ら越境物の移設、撤去、再築造等及びその費用負担、その他、隣接者等との協議等について、県は対応いたしま
せん。

６　（南側）間口18.0m、奥行19.0m、規模342.87㎡（登記数量）
地盤面は南側及び北側道路に対してほぼ等高に接面しています。
地製は略平坦であるが、南側境界線より北側約5m付近に内部段差（コンクリート擁壁等）があり、北側地盤面は
南側地盤面に対して約2m高くなっています。（参考　別添写真③）
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約１.６kｍ

約１.８kｍ

「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外　（確認部署：神戸市　文化財課）

「宅地造成工事規制区域」（宅地造成及び特定盛り土等規制法）
「神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例」、「神戸市都市景観条例」、
「神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例」、
「都市空間向上計画（立地適正化計画）」：駅・主要バス停周辺居住区域（居住誘導区域）
「がけ条例」（敷地内及び周囲に１mを超える高低差がある敷地で建築物を計画する際は、用
途・規模に関わらず、がけ条例の検討を要する）
「砂防指定地」

  既存の埋設管等の補修や新たに敷地内への引き込みを要する場合、兵庫県では補修や引き込み工事
等の実施、これらに必要な費用の負担、供給処理施設への負担金の支出等は一切行いませんので、建
築関係機関及び供給処理施設の管理者等にお問い合わせのうえ、各自で対応してください。　(※Ｐ11
９(7)参照）

７　最低売却価格は、地上建物等の建物撤去相当額を考慮して設定しています。

実 測 面 積
正方形

市街化区域

（現地からの直線距離）

供給施設の整備状況

バス

防 火 地 域

神戸市バス 白川台1丁目　バス停

―

物件番号　８

   物　件　調　書

所 在 地
（ 住 居 表 示 ）

神戸市須磨区白川台一丁目２６番４

【土地】

３４２.８７㎡
宅地

公 簿 面 積 ３４２.８７㎡
形状

最 低 売 却 価 格

接 面 道 路 の

非公表

　小学校　白川小学校

神戸市営地下鉄　名谷駅

容 積 率

建築基準法第２２条　区域

に 関 す る 事 項
私 道 の 負 担 等

へ

幅 員 及 び 構 造

鉄道

　役所　神戸市　北須磨支所

（現地からの直線距離）　中学校　白川台中学校

公 共 施 設

北側　市道　白川台３４号　　幅員　約４ｍ弱　　舗装　有り　　高低差　無し
南側　市道　白川台３２号　　幅員　約６ｍ　　　舗装　有り　　高低差　無し
※当該道路は建築基準法４２条１項１号道路……道路法による幅員４ｍ以上の道路
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案　内　図

明　細　図

物件番号　８

現地



【建物】登記あり

５　当該住宅のアスベストについて、令和５年７月にアスベスト調査を実施。屋
外外壁及び軒裏吹付材にはアスベストは検出されませんでした。又、201号室内玄
関、台所、廊下天井仕上げ材からもアスベストは検出されませんでした。但し他
の場所については調査しておらず、例えばベランダ間仕切り板や内部の別の部位
（居室天井）などにはアスベストが存在する可能性がありますが、引渡しは現状
有姿で行いますので、アスベストが存在する場合は、買主の費用負担と責任にお
いて、諸法規等を遵守し解体又は改築等を行ってください。

４　101号室及び102号室で雨漏りを確認し、天井が一部剥がれているところがあ
ります。その他の部屋でも雨漏りをしている可能性があります。また、耐震診断
について、詳細不明です。

３　建物については白川台職員住宅として使用されており、居住者は令和４年３
月２５日に退去しています。
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物件番号　８

   物　件　調　書

所 在 神戸市須磨区白川台一丁目　２６番地４

家 屋 番 号 ２６番４

種 類 共同住宅

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建

床面積（延面積）
１階　１１３．８４㎡
２階　１１３．８４㎡

１　建物、付帯設備及び工作物は、老朽化に伴う損傷等により現状のままでは使
　用できないものと考えています。このため、建物内の各供給施設（電気、上下
　水道）の使用の可否については、未調査により不明です。建物及び付帯設備、
　工作物等を使用する場合において、必要となる修繕や整備、安全性の確保につ
　いては、落札者の負担と責任において行ってください。

２　現状有姿での売却であり、県は、建物及び付帯設備、工作物に関する瑕疵担
　保責任は一切負いません。

建 築 時 期 　昭和５４年８月２８日　

閉 鎖 時 期 令和４年３月２５日

工 作 物 囲障（フェンス）、給排水設備



①　全体図（北西方より）　

②　全体図（北東側より）

物件番号　８



③全体図（南西方より）

④全体図（南東方より）

物件番号　８



⑤南側階段 ⑥室内

⑦雨漏り（101号室） ⑧雨漏り（102号室）

物件番号　８



物件番号　８


